
第
六
十
四
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

上

欄

下

欄

免
許
状
の
種
類

教
科
の
種
類

基

礎

資

格

特
別
支
援
学
校

自
立
教
科
教
諭

一
種
免
許
状

理
療

イ

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
特
別
支
援
学
校
の
教
員

養
成
機
関
の
理
療
科
を
卒
業
し
た
こ
と
。

ロ

医
師
免
許
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

理
学
療
法

次
に
掲
げ
る
科
目
の
単
位
を
含
め
て
計
二
十
六
単
位
以
上

修
得
し
て
い
る
こ
と
。

イ

特
別
支
援
教
育
の
基
礎
理
論
に
関
す
る
科
目

二
単

位
以
上

ロ

視
覚
障
害
者
に
関
す
る
教
育
の
領
域
に
関
す
る
科
目

八
単
位
以
上

ハ

視
覚
障
害
者
に
関
す
る
教
育
の
領
域
に
関
す
る
科
目

又
は
視
覚
障
害
者
に
関
す
る
教
育
の
領
域
以
外
の
領
域

に
関
す
る
科
目

十
三
単
位
以
上
（
視
覚
障
害
者
に
関

す
る
教
育
の
領
域
以
外
の
領
域
に
関
す
る
科
目
に
係
る

五
単
位
以
上
を
含
む
。）

ニ

心
身
に
障
害
の
あ
る
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
に
つ
い

て
の
教
育
実
習

三
単
位
以
上

音
楽

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
特
別
支
援
学
校
の
教
員
養
成

機
関
の
音
楽
科
を
卒
業
し
た
こ
と
。

特
殊
技
芸

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
特
別
支
援
学
校
の
教
員
養
成

機
関
の
特
殊
技
芸
科
を
卒
業
し
た
こ
と
。

理
療

文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
特
別
支
援
学
校
の
教
員
養
成

機
関
の
理
療
科
に
一
年
以
上
在
学
し
た
こ
と
。

平成˜ 年š月š—日 金曜日 (号外第��号)官 報

第
三
条
の
表
備
考
第
三
号
中
「
及
び
第
六
十
四
条
第
三
項
」
を
「
、
第
十
八
条
の
二
及
び
第
六
十
四
条
第
二
項
」

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
の
表
備
考
第
八
号
中
「
、
盲
学
校
、
聾ろ

う

学
校
及
び
養
護
学
校
」
を
「
、
特
別
支
援
学
校
」
に
、「
並

び
に
盲
学
校
、
聾ろ

う

学
校
及
び
養
護
学
校
」
を
「
及
び
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
、
同
備
考
第
十
号
中
「
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校
の
小
学
部
並
び
に
附
則
第
十
七
項
」
を
「
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
及
び
附
則
第
十
八
項
」に
、

「
盲
学
校
、
聾ろ

う

学
校
及
び
養
護
学
校
の
幼
稚
部
並
び
に
附
則
第
十
七
項
」
を
「
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
及
び
附
則

第
十
八
項
」
に
改
め
、
同
備
考
第
十
一
号
中
「
並
び
に
盲
学
校
、
聾ろ

う

学
校
及
び
養
護
学
校
の
中
学
部
並
び
に
附
則
第

十
七
項
」
を
「
及
び
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
並
び
に
附
則
第
十
八
項
」
に
、「
並
び
に
盲
学
校
、
聾ろ

う

学
校
及
び
養
護

学
校
の
高
等
部
並
び
に
附
則
第
十
七
項
」
を
「
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
並
び
に
附
則
第
十
八
項
」に
改
め
る
。

第
十
条
の
六
第
一
項
中
「
、
盲
学
校
、
聾ろ

う

学
校
若
し
く
は
養
護
学
校
」
を
「
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
」に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
特
殊
教
育
に
関
す
る
科
目
」
を
「
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
科
目
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
、
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
若
し
く
は
養
護
学
校
」
を
「
若
し
く
は
特
別
支
援
学
校
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
七
第
一
項
中
「
第
三
十
条
第
一
項
又
は
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
（
大
学
院
設
置
基
準
第
十
五
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、」に
改
め
、「（
昭
和
五
十
年
文
部
省
令
第
二
十
一
号
）」を
削
り
、「
第
十
六
条
第
一
項
」

の
下
に
「
又
は
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
」
を
加

え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
十
八
条
又
は
」
を
「
第
二
十
八
条
（
大
学
院
設
置
基
準
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。）、」
に
改
め
、「
第
十
四
条
」
の
下
に
「
又
は
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
第
二
十
一
条
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
の
下
に「（
大
学
院
設
置
基
準
第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）」
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
第
一
項
第
一
号
中
「
の
場
合
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
独
立
行
政
法
人
国
立
特
殊
教
育
総
合
研

究
所
」
を
「
独
立
行
政
法
人
国
立
特
別
支
援
教
育
総
合
研
究
所
」
に
改
め
る
。

第
十
章
の
章
名
中
「
特
殊
教
科
」
を
「
自
立
教
科
等
」
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
条
の
二
第
二
項
」
に
、「
盲
学
校
、
聾ろ

う

学
校
又
は
養
護
学

校
」
を
「
特
別
支
援
学
校
」
に
、「
、
特
殊
の
教
科
」
を
「
専
ら
自
立
教
科
等
」
に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
盲
学
校
又
は
聾ろ

う

学
校
」
を
「
特
別
支
援
学
校
」
に
、「
特
殊
の
教
科
（
自
立
活
動
に
係
る

も
の
を
除
く
」
を
「
専
ら
自
立
教
科
（
自
立
教
科
等
の
う
ち
自
立
活
動
を
除
い
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
盲
学
校
及
び
聾ろ

う

学
校
の
特
殊
教
科
の
」
を
「
特
別
支
援
学
校
自
立
教
科
」
に
改

め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

特
別
支
援
学
校
の
自
立
教
科
の
教
員
の
普
通
免
許
状
及
び
臨
時
免
許
状
は
、
視
覚
障
害
者
で
あ
る
生
徒
に
対
す

る
教
育
を
行
う
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
に
お
け
る
理
療
（
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
、
は
り
及
び
き
ゆ
う
を
含

む
。）、
理
学
療
法
及
び
音
楽
並
び
に
聴
覚
障
害
者
で
あ
る
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
行
う
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部

に
お
け
る
理
容
及
び
特
殊
技
芸
（
美
術
、
工
芸
及
び
被
服
に
分
け
る
。）の
各
教
科
に
つ
い
て
授
与
す
る
も
の
と
す

る
。

第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
中
「
盲
学
校
、
聾ろ

う

学
校
又
は
養
護
学
校
」
を
「
特
別
支
援
学
校
」
に
、「
自
立
活
動
」
を

「
専
ら
自
立
活
動
の
教
授
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
盲
学
校
、
聾ろ

う

学
校
及
び
養
護
学
校
の
自
立
活
動
の
」を「
特

別
支
援
学
校
自
立
活
動
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

特
別
支
援
学
校
の
自
立
活
動
の
教
員
の
普
通
免
許
状
は
、
視
覚
障
害
教
育
、
聴
覚
障
害
教
育
、
肢
体
不
自
由
教

育
、
言
語
障
害
教
育
の
各
自
立
活
動
に
つ
い
て
授
与
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
盲
学
校
特
殊
教
科
教
諭
及
び
聾ろ
う

学
校
特
殊
教
科
教
諭
」
を
「
特
別
支
援
学
校
自
立
教
科

教
諭
」
に
、「
こ
の
章
中
以
下
」
を
「
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
特
別
支
援
学
校
自
立
教
科
教
諭
の
普
通
免
許
状
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
者
に
は
、
授
与
し
な
い
。

一

理
療
の
教
科
に
つ
い
て
の
普
通
免
許
状

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
る
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
免
許
、
は
り
師
免

許
又
は
き
ゆ
う
師
免
許
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
免
許
」、「
は
り
師
免
許
」
及
び
「
き

ゆ
う
師
免
許
」
と
い
う
。）の
い
ず
れ
か
を
有
し
な
い
者
（
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
の
規

定
に
よ
る
医
師
免
許
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
医
師
免
許
」
と
い
う
。）を
受
け
て
い
る
も
の
を
除
く
。）

二

理
学
療
法
の
教
科
に
つ
い
て
の
普
通
免
許
状

理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百

三
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
る
理
学
療
法
士
の
免
許
（
第
六
十
五
条
に
お
い
て
「
理
学
療
法
士
免
許
」
と
い
う
。）

を
有
し
な
い
者

三

理
容
の
教
科
に
つ
い
て
の
普
通
免
許
状

理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）、
美
容
師

法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号
）
又
は
理
容
師
法
及
び
美
容
師
法
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
規
定
に
よ
る
理
容
師
免
許
及
び
美
容
師
免
許
（
第
六
十
五
条
に
お
い
て
そ
れ
ぞ

れ
「
理
容
師
免
許
」
及
び
「
美
容
師
免
許
」
と
い
う
。）の
い
ず
れ
も
有
し
な
い
者
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